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(57)【要約】
【課題】地域範囲における各経路での通行状況も勘案し
た上で、対象経路の通行量をより高い精度で推定可能な
装置を提供する。
【解決手段】本装置は、通信履歴から、ある移動の開始
位置を含む移動開始位置範囲に係る情報Ｏ、及びこの移
動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの
組であるＯＤを生成するＯＤ生成手段と、対象経路の両
端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終
了地域のそれぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及
び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯＤの数を
算出するＯＤ計数手段と、１つの移動開始位置範囲及び
１つの移動終了位置範囲を通る通行体が対象経路を使用
する割合である使用割合に係る情報を、この移動開始位
置範囲及び移動終了位置範囲の組に対応付けて保存する
使用割合保存手段と、算出されたＯＤの数と使用割合に
係る情報とに基づいて、対象経路における通行量を決定
する通行量決定手段とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路における通行量を推定する通行量
推定装置であって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するＯＤ生成手段と、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するＯＤ計数手段と、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存する使用割合保存手段と、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定する通行量決定手段と
を有することを特徴とする通行量推定装置。
【請求項２】
　前記通行量決定手段は、移動開始位置範囲及び移動終了位置範囲の組毎に、当該組に係
るＯＤの数と、当該組に対応付けられた使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路
における当該組に係る通行量を算出し、算出された当該組に係る通行量を組について総計
して、当該対象経路における通行量を決定することを特徴とする請求項１に記載の通行量
推定装置。
【請求項３】
　当該携帯端末に搭載された測位手段、又は当該対象経路を含む地域に設置された当該通
行体を検出可能な検出手段から取得される当該通行体における位置情報と、当該対象経路
の所在位置情報とに基づいて、当該使用割合に係る情報を決定する使用割合決定手段を更
に有することを特徴とする請求項１又は２に記載の通行量推定装置。
【請求項４】
　前記使用割合決定手段は、移動開始位置範囲及び移動終了位置範囲の組毎に、当該移動
開始位置範囲及び当該移動終了位置範囲を通る当該位置情報に係るログ群の数と、当該移
動開始位置範囲及び当該移動終了位置範囲を通り且つ当該対象経路を通る当該位置情報に
係るログ群の数とに基づいて、当該使用割合に係る情報を決定することを特徴とする請求
項３に記載の通行量推定装置。
【請求項５】
　前記使用割合決定手段は、当該通行体における当該位置情報の不在又は不足に起因して
使用割合に係る情報を算出できない移動開始位置範囲及び移動終了位置範囲の組に対し、
該組に係る移動開始位置範囲又は移動終了位置範囲に隣接する若しくは近傍となる移動開
始位置範囲又は移動終了位置範囲を含む組について決定された使用割合に係る情報に基づ
いて、使用割合に係る情報を決定することを特徴とする請求項３又は４に記載の通行量推
定装置。
【請求項６】
　前記使用割合決定手段は、当該対象経路以外の経路についての使用割合に係る情報も決
定し、前記通行量決定手段は、当該対象経路を含む経路毎の通行量を決定することを特徴
とする請求項３から５のいずれか１項に記載の通行量推定装置。
【請求項７】
　予め取得された経路地図情報に基づいて、１つの経路についての迂回経路を検索する迂
回経路検索手段と、
　当該１つの経路における通行が制限された場合における、検索された迂回経路での通行
量の変化を、当該１つの経路について決定された通行量と、当該迂回経路について決定さ
れた通行量とに基づいて推定する通行影響推定手段と
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を更に有することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の通行量推定装置。
【請求項８】
　通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路における通行量を推定する装置に
搭載されたコンピュータを機能させるプログラムであって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するＯＤ生成手段と、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するＯＤ計数手段と、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存する使用割合保存手段と、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定する通行量決定手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする通行量推定プログラム。
【請求項９】
　通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路における通行量を推定する装置に
搭載されたコンピュータにおいて実施される通行量推定方法であって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するステップと、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するステップと、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存するステップと、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定するステップと
を有することを特徴とする通行量推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通行体と同行する携帯端末の測位結果を用いて、通行体の移動に係る情報を
推定する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、種々の交通手段が発展する中、様々な状況における交通手段の利用者の動向を予
測するニーズが高まっている。
【０００３】
　例えば、対象となる道路区間に対し、道路工事や事故の発生による交通規制を行う状況
を想定した場合に、他の道路区間での交通量の変化等の影響を予測して、当該予測結果を
都市計画や工事計画に反映できるような技術が望まれている。このような交通量変化の予
測を可能とするためには、交通規制を想定する道路区間や、迂回路となり得る他の道路区
間における平常時での交通量を推定する必要がある。
【０００４】
　ここで、道路交通量の推定については、例えば、特許文献１には、交換機がＢＴＳ（基
地局）やＲＮＣ（Radio Network Controller）を介して移動機（端末）の位置情報を収集
し、交通量取得装置が、区間毎に単位時間当たりの端末ユーザ識別子の数を集計して所定
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区間の交通量を取得する技術が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、移動通信端末が、基地局の通信範囲に対応する複数のセクタを
含むロケーションエリアを跨って移動した際に発する跨り信号を積算して、エリア間端末
流量を算出し、この量に基づいて算出エリア毎の移動人数であるエリア間断面交通量を導
出する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－８６０６９号公報
【特許文献２】特開２０１４－１５７５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、携帯端末の測位結果を用いて交通量を推定する技術には、上記の特許
文献２の技術のように携帯端末と通信接続する基地局での通信履歴を用いるものと、端末
に搭載されたＧＰＳ測位部等の別の測位手段によって生成された位置履歴を用いるものと
が存在する。ここで、上記の特許文献１に記載の技術は、ユーザの位置情報が高精度に取
得可能なことを前提としており、例えば、後者のＧＰＳ測位手段を利用して実施すること
も可能である。
【０００８】
　実際、道路や鉄道等の路線・経路における交通量を調査する場合、例えば特定の道路区
間での交通規制による他区間への影響を調べる場合のように、広い地域範囲における各経
路の交通量を把握しなければならないことが多い。さらに、交通量の絶対値を把握するこ
とを考えると、端末の位置測位データは大量に必要となる。
【０００９】
　しかしながら、携帯端末毎にアドオンするアプリを要するＧＰＳ測位結果は、通常、広
い地域範囲において予め大量に取得することができない。従って、このようなＧＰＳ測位
結果を利用して、例えば１つの地域に分布する各路線・経路における交通量の絶対値を推
定することは非常に困難となる。また、位置測位データをできるだけ多く取得するために
、携帯端末においてＧＰＳ測位手段及びそのアプリを常時又は定期的に起動させると、携
帯端末の電池の消耗が早まるのみならず、各携帯端末からのパケットの送出量が増大し、
通信の輻輳を招く恐れが生じる。
【００１０】
　一方、携帯端末と通信接続する基地局経由で取得される位置測位結果は、そのようなア
プリを必要としないので、通信事業者にとっては広い地域範囲において大量に取得するこ
とが可能である。しかしながら、このような基地局を用いた位置測位結果は、一般に、空
間的粒度が粗く且つ時間間隔が一定でないという特徴を有している。すなわち、空間的に
も時間的にも低精度であるので測位結果誤差が比較的大きい傾向にある。そのため、例え
ば交通規制対象の道路区間と、鉄道等の隣接する公共交通路線との位置の識別が困難とな
るケースがしばしば発生する。その結果、対象経路における交通量の推定結果の精度も大
きく低下する問題が生じてしまうのである。
【００１１】
　実際、上述した特許文献２に記載の技術では、基地局の通信範囲を複数含む広いエリア
間での断面交通量は算出できるものの、通信範囲よりも狭いエリア間の交通量や通信範囲
内に複数の道路が存在するとした場合の個々の道路における交通量は算出できない。
【００１２】
　そこで、本発明は、考慮すべき地域範囲における各経路での通行状況も勘案した上で、
対象経路の通行量をより高い精度で推定することができる装置、プログラム及び方法を提
供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路における通行量
を推定する通行量推定装置であって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するＯＤ生成手段と、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するＯＤ計数手段と、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存する使用割合保存手段と、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定する通行量決定手段と
を有する通行量推定装置が提供される。
【００１４】
　この本発明による通行量推定装置において、通行量決定手段は、移動開始位置範囲及び
移動終了位置範囲の組毎に、当該組に係るＯＤの数と、当該組に対応付けられた使用割合
に係る情報とに基づいて、当該対象経路における当該組に係る通行量を算出し、算出され
た当該組に係る通行量を組について総計して、当該対象経路における通行量を決定するこ
とも好ましい。
【００１５】
　また、本発明による通行量推定装置の一実施形態として、本装置は、当該携帯端末に搭
載された測位手段、又は当該対象経路を含む地域に設置された当該通行体を検出可能な検
出手段から取得される当該通行体における位置情報と、当該対象経路の所在位置情報とに
基づいて、当該使用割合に係る情報を決定する使用割合決定手段を更に有することも好ま
しい。
【００１６】
　さらに、上記の使用割合決定手段を有する実施形態において、この使用割合決定手段は
、移動開始位置範囲及び移動終了位置範囲の組毎に、当該移動開始位置範囲及び当該移動
終了位置範囲を通る当該位置情報に係るログの数と、当該移動開始位置範囲及び当該移動
終了位置範囲を通り且つ当該対象経路を通る当該位置情報に係るログの数とに基づいて、
当該使用割合に係る情報を決定することも好ましい。
【００１７】
　また、同じく上記の使用割合決定手段を有する実施形態において、この使用割合決定手
段は、当該通行体における当該位置情報の不在又は不足に起因して使用割合に係る情報を
算出できない移動開始位置範囲及び移動終了位置範囲の組に対し、この組に係る移動開始
位置範囲又は移動終了位置範囲に隣接する若しくは近傍となる移動開始位置範囲又は移動
終了位置範囲を含む組について決定された使用割合に係る情報に基づいて、使用割合に係
る情報を決定することも好ましい。
【００１８】
　さらに、同じく上記の使用割合決定手段を有する実施形態において、この使用割合決定
手段は、当該対象経路以外の経路についての使用割合に係る情報も決定し、通行量決定手
段は、当該対象経路を含む経路毎の通行量を決定することも好ましい。
【００１９】
　また、本発明による通行量推定装置の一実施形態として、本装置は、
　予め取得された経路地図情報に基づいて、１つの経路についての迂回経路を検索する迂
回経路検索手段と、
　当該１つの経路における通行が制限された場合における、検索された迂回経路での通行
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量の変化を、当該１つの経路について決定された通行量と、当該迂回経路について決定さ
れた通行量とに基づいて推定する通行影響推定手段と
を更に有することも好ましい。
【００２０】
　本発明によれば、また、通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路における
通行量を推定する装置に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムであって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するＯＤ生成手段と、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するＯＤ計数手段と、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存する使用割合保存手段と、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定する通行量決定手段と
してコンピュータを機能させる通行量推定プログラムが提供される。
【００２１】
　本発明によれば、さらに、通行体と同行する携帯端末の通信履歴から、対象経路におけ
る通行量を推定する装置に搭載されたコンピュータにおいて実施される通行量推定方法で
あって、
　取得された当該通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む移動開始位置範囲に
係る情報Ｏと、該１つの移動の終了位置を含む移動終了位置範囲に係る情報Ｄとの組であ
るＯＤを生成するステップと、
　当該対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、情報Ｏに係る移動開始位置範囲及び情報Ｄに係る移動終了位置範囲が含まれるＯ
Ｄの数を算出するステップと、
　１つの移動開始位置範囲及び１つの移動終了位置範囲を通る当該通行体が当該対象経路
を使用する割合である使用割合に係る情報を、該移動開始位置範囲及び該移動終了位置範
囲の組に対応付けて保存するステップと、
　算出された当該ＯＤの数と当該使用割合に係る情報とに基づいて、当該対象経路におけ
る通行量を決定するステップと
を有する通行量推定方法が提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の装置、プログラム及び方法によれば、考慮すべき地域範囲における各経路での
通行状況も勘案した上で、対象経路の通行量をより高い精度で推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】携帯端末における種々の経路を介した滞在及び移動の例を概略的に示す模式図で
ある。
【図２】本発明による通行量推定装置の一実施形態における機能構成を示す機能ブロック
図である。
【図３】滞在移動推定部における滞在及び移動の推定処理を説明するためのテーブル及び
模式図である。
【図４】ＯＤ生成部及びＯＤ計数部におけるＯＤセット生成・計数処理の一実施形態を説
明するための模式図である。
【図５】使用割合決定・保存部における使用割合決定処理の一実施形態を説明するための
模式図及びテーブルである。
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【図６】使用割合決定・保存部における使用割合決定処理の他の実施形態を説明するため
の模式図である。
【図７】使用割合決定・保存部における使用割合決定処理の更なる他の実施形態を説明す
るための模式図である。
【図８】通行量決定部、迂回経路探索部及び通行影響推定部における処理を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２５】
　図１は、携帯端末における種々の経路を介した滞在及び移動の例を概略的に示す模式図
である。
【００２６】
　図１によれば、携帯端末２を所持若しくは携帯した又は身近に設置したユーザが、自宅
から勤務先の会社まで、経路Ａ（鉄道）、経路Ｂ（高速道路）及び経路Ｃ（一般道）のう
ちのいずれかを介して通勤を行っている。
【００２７】
　携帯端末２は、ユーザと同行可能な通信端末であって、例えば、スマートフォン、タブ
レット型コンピュータ、ウェアラブル端末又は携帯電話機等とすることができる。本実施
形態において、携帯端末２は、どの位置にあってもいずれかの基地局３の配下にあり、当
該基地局３と無線での通信を行い続けている。なお、携帯端末２が例えば円滑なハンドオ
ーバを目的として一時に複数の基地局と交信し、そのうち例えば最も信号強度の高い基地
局と通信を行うことも好ましい。
【００２８】
　基地局３は、広域無線通信網（携帯電話網）に接続されており、自身の配下にある携帯
端末２毎に、通信した際の日時刻（例えば通信を開始又は終了した日時刻）を含む情報を
取得する。このような情報の取得は、通話、メールの送受信や、ウェブ（Ｗｅｂ）ページ
の閲覧、さらには、携帯端末２にインストールされたアプリケーションとサーバとの間の
通信や、アプリケーション若しくはコンテンツのダウンロードやアップロード等の際に実
施される。
【００２９】
　また、図１には示されていないが、これらの多数の基地局３と通信接続されていてこれ
らの局を統合する通信設備装置１（図２）が設置されている。通信設備装置１は、基地局
３と通信を行う携帯端末２毎に、通信した際の日時刻の情報と、通信対象となった基地局
３の情報とを含む通信レコード（通信ログ）を常時収集することができる。この通信レコ
ードを時系列でまとめたものが通信履歴となる。一般に、通信履歴は、空間的粒度が粗く
且つ時間間隔が一定でない基地局の位置情報を含む。ここで、「空間的粒度が粗く」とは
、位置情報の間の実空間での（地理的な）距離が比較的長いことを意味する。また、「時
間間隔が一定でない」とは、位置情報に対応付けられた日時刻情報の間の時間間隔が通信
タイミングに依存してばらついていることを意味する。
【００３０】
　ここで、（図１では1人しか示されていないが、実際には）多数のユーザは、図１に示
すような通勤の間に、経路Ａ～Ｃのいずれを利用する場合であっても「滞在」及び「移動
」を行うことになる。このような「滞在」及び「移動」についての場所及び時刻が、上記
のような特徴を有する通信履歴を用いて推定可能となっている。例えば、後にその内容を
説明するが、本出願人の出願による特開２０１４－１１６８０８公報や、特開２０１６－
４８５２９号公報に滞在移動判定技術が開示されている。
【００３１】
　本発明による通行量推定装置としての通信設備装置１（図２）は、このような通信履歴
から導出された多数のユーザについての「滞在」及び「移動」に係る情報から、経路Ａ～
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Ｃの各々を通行するユーザ（携帯端末２）の数、すなわち経路毎の通行量（交通量）を推
定することを可能とする。具体的に、この通信設備装置１は、
（Ａ）取得された通信履歴に基づいて、１つの移動の開始位置を含む「移動開始位置範囲
（Ｏ位置範囲）」に係る「情報Ｏ」と、この１つの移動の終了位置を含む「移動終了位置
範囲（Ｄ位置範囲）」に係る「情報Ｄ」との組である「ＯＤ（ＯＤセット）」を生成し、
（Ｂ）対象経路の両端位置に応じて予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれ
ぞれに、「情報Ｏ」に係る「Ｏ位置範囲」及び「情報Ｄ」に係る「Ｄ位置範囲」が含まれ
る「ＯＤセット」の数を算出し、
（Ｃ）１つの「Ｏ位置範囲」及び１つの「Ｄ位置範囲」を通る通行体が対象経路を使用す
る割合である「使用割合」に係る情報を、この「Ｏ位置範囲」及びこの「Ｄ位置範囲」の
組に対応付けて保存しており、
（Ｄ）算出された「ＯＤセット」の数と「使用割合」に係る情報とに基づいて、対象経路
における通行量を決定することを特徴としている。
【００３２】
　このように、通信設備装置１では、通常、空間的粒度が粗く且つ時間間隔が一定でない
が広域において広く分布している（多数のユーザの）通信履歴を利用し、個別の移動単位
を示す「情報Ｏ」と「情報Ｄ」との組である「ＯＤセット」と、このＯＤセットに対応付
けられた「使用割合」に係る情報とを用いることによって、考慮すべき地域範囲における
各経路での通行状況も勘案した上で、対象経路の通行量をより高い精度で推定することが
可能となるのである。
【００３３】
　例えば、図１において、経路Ｂ（高速道路）の通行量を推定する場合、携帯端末２の通
信履歴から取得される情報だけでは、経路Ｂ（高速道路）における携帯端末２（を乗せた
自動車）の通行を、経路Ａ（鉄道）や経路Ｃ（一般道）における携帯端末２の通行と区別
することは一般に困難である。すなわち、１つの地域から他の地域へ移動するための複数
の経路は、通常、互いに隣接しているか少なくとも遠隔していない。従って、経路間の多
くの部分は、通信履歴から算出される低精度の測位結果では分離して把握することが非常
に困難となっている。
【００３４】
　これに対し、通信設備装置１では、他経路（経路Ａや経路Ｃ）を通行する状況を反映し
ている経路Ｂの「使用割合」を利用することによって、位置分解能の十分ではない通信履
歴から取得されるＯＤセットからでも、経路Ｂの通行量を推定することが可能となるので
ある。
【００３５】
　ここで、上記（Ａ）～（Ｃ）における「Ｏ位置範囲」及び「Ｄ位置範囲」の位置範囲と
して、通行量を推定する対象である対象経路を含む位置範囲群（位置範囲を互いに隣接さ
せて配置したもの）を予め設定しておくことも好ましい。この場合、個々の位置範囲は、
メッシュを構成する各メッシュ単位とすることもできる。ただし、当然これに限定される
ものではなく、例えば、市町村等の行政区画や、その他の基準で分割された領域等とする
ことも可能である。
【００３６】
　さらに、通信設備装置１は、上記の「使用割合」として、例えば予めの簡易な交通量実
地調査やアンケート調査等によって推測された値を使用することも可能である。また、当
該地域での交通事情やその他の事情を勘案し、所定値を予め設定して使用してもよい。し
かしながら、通信設備装置１は、より精度の高い有意な通行量を推定すべく、
（Ｅ）携帯端末２に搭載された例えばＧＰＳ測位部等の測位手段、又は対象経路を含む地
域に設置された通行体（ユーザやユーザの使用する移動手段）を検出可能な検出手段（例
えば道路に設置された車体検知センサシステム）から取得される測位情報ログ群に基づい
て、上記の「使用割合」に係る情報を決定する
ことも好ましい。
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【００３７】
　ここで、例えばＧＰＳ測位結果を利用する場合、このＧＰＳ測位結果は、通信履歴（基
地局）による測位結果と比較して、より少量しか取得することができないが、一方でより
高い位置精度を有している。このようなＧＰＳ測位結果から、各経路における通行量の絶
対値を推定することは非常に困難であるが、一方で、１つの経路における又は各経路にお
ける「使用割合」ならば、ＧＰＳ測位結果の高い位置精度によって十分に精度良く求める
ことができるのである。
【００３８】
　このように、上記構成（Ｅ）をも採用した通信設備装置１は、ＧＰＳ測位結果のような
高精度であるが比較的少量の測位結果と、基地局（通信履歴）に基づく測位結果のような
低精度ではあるが比較的大量の測位結果とを複合的に利用することによって、対象経路又
は各経路における通行量（交通量）を高い精度で推定することを可能するのである。
【００３９】
　図２は、本発明による通行量推定装置の一実施形態における機能構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【００４０】
　図２に示した通信設備装置１は、本発明による通行量推定装置の一実施形態であり、広
域無線通信網（携帯電話網）に接続されて設置され、基地局３から通信履歴を適宜収集す
ることができる。なお、本発明による通行量推定装置は、外部から取得した通信履歴を入
力して対象経路の通行量を推定することが可能なコンピュータとすることも可能である。
この場合、広域無線通信網（携帯電話網）に接続されていなくてもよい。
【００４１】
　図２によれば、通信設備装置（通行量推定装置）１は、通信インタフェース部１０１と
、通信履歴蓄積部１０２と、測位履歴蓄積部１０３と、経路地図情報蓄積部１０４と、入
出力部としてのディスプレイ・キーボード（ＤＰ・ＫＢ）１０５と、プロセッサ・メモリ
とを有する。ここで、プロセッサ・メモリは、装置１の主機能部であるコンピュータを機
能させるプログラムを実行することによって、通行量推定機能を実現させる。
【００４２】
　さらに、プロセッサ・メモリは、機能構成部として、位置情報履歴生成部１１１と、基
地局位置情報管理部１１２と、滞在移動推定部１１３と、ＯＤ生成部１１４と、ＯＤ計数
部１１５と、測位位置履歴生成部１１６と、使用割合決定・保存部１１７と、通行量決定
部１１８と、迂回経路探索部１２１と、通行影響推定部１２２と、アプリケーション処理
部１２３とを有する。なお、図２における各機能構成部を矢印で接続した処理の流れは、
本発明による通行量推定定方法の一実施形態としても理解される。
【００４３】
　通信履歴蓄積部１０２は、携帯端末２を配下に接続する基地局３から、携帯端末２（端
末識別子（ＩＤ））毎に、通信に係る日時刻（時刻情報）と、通信に係る基地局３の基地
局ＩＤとを対応付けた、下記に示すような通信レコード（通信ログ）を、通信インタフェ
ース部１０１を介して収集し、保存・管理する。
　　　通信レコード（端末ＩＤ，日時刻，基地局ＩＤ）
【００４４】
　ここで、通信レコードを日時刻について時系列順に並べたものが通信履歴となる。なお
、通信に係る日時刻は、通信の接続開始日時刻としてもよく、通信の切断日時刻としても
よい。また、通信に係る日時刻として、通信の接続開始日時刻と、当該通信の切断日時刻
とを共に通信レコードに含めてもよい。さらに、通信レコードの変更態様として、端末Ｉ
Ｄ毎に、通信に係る基地局からの電波信号強度ＲＳＳＩ（Received Signal Strength Ind
ication）や往復遅延時間ＲＴＤ（Round Trip Delay time）等の無線情報が更に対応付け
られていることも好ましい。
【００４５】
　基地局位置情報管理部１１２は、基地局ＩＤと、「基地局に係る位置情報」とを対応付
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けた基地局情報ファイルを記憶し管理する。ここで、「基地局に係る位置情報」は、
（ａ）基地局３の設置位置を示す基地局位置情報
としてもよく、
（ｂ）基地局３の設置位置に基づいて導出される、携帯端末２の所在位置の測位結果を示
す位置情報
とすることもできる。以下、上記（ａ）の基地局位置情報を用いて滞在移動判定の説明を
行うが、代わりに上記（ｂ）の位置情報を同様に用いて同判定を行うこともできる。
【００４６】
　ちなみに、上記の位置情報（ｂ）は、例えば、基地局３の設置位置と、基地局３からの
電波信号の放射方位（電波放射角）と、基地局３及び携帯端末２の間でのＲＳＳＩ又はＲ
ＴＤとから導出可能である。
【００４７】
　位置情報履歴生成部１１１は、基地局位置情報管理部１１２で管理されている基地局情
報ファイルを用い、通信履歴において、通信レコード毎に基地局ＩＤに対応する基地局に
係る位置情報（基地局位置情報）を更に対応付け、「通信位置情報ログ群」を生成する。
ここで、１つの「通信位置情報ログ群」は、１つの携帯端末２（端末ＩＤ）における所在
位置の時系列データ（携帯端末２の位置シーケンスデータ）を含むものとなっている。
【００４８】
　滞在移動推定部１１３は、位置情報履歴生成部１１１で生成された「通信位置情報ログ
群」に基づいて、各携帯端末２（各端末ＩＤ）における「滞在」及び「移動」の場所及び
時刻を推定する。次に、この「滞在」及び「移動」情報の推定について説明する。
【００４９】
　図３は、滞在移動推定部１１３における滞在及び移動の推定処理を説明するためのテー
ブル及び模式図である。
【００５０】
　図３（Ａ）には、位置情報履歴生成部１１１で生成された「通信位置情報ログ群」の一
実施例が示されている。同図のテーブルによれば、例えば、携帯端末001は、2016年7月31
日20時11分15秒に緯度37.21度及び経度139.31度の位置にある基地局0008と通信したこと
が理解される。ここで、本出願人の出願による特開２０１４－１１６８０８公報や、特開
２０１６－４８５２９号公報に開示された、このような通信位置情報ログ群を用いた滞在
移動推定技術を以下に説明する。
【００５１】
　最初に、特開２０１４－１１６８０８公報に開示された滞在移動推定技術では、
（ａ）通信位置情報ログ群を、所定の時間窓（時間区間）に分割し、
（ｂ）時間窓毎に、基地局位置情報に基づく位置の確率分布が、単峰性である場合には「
滞在」と判定し、そうでない場合には「移動」と判定し、
（ｃ）「滞在」と判定された時間窓の基地局位置情報を収集し、
（ｄ）「滞在」と判定された各時間窓の複数の位置情報の重心を「滞在地」としている。
【００５２】
　一方、特開２０１６－４８５２９号公報に開示された滞在移動推定技術では、
（ａ）通信位置情報ログ毎に、通信位置情報ログ群に含まれる日時刻に基づいて、当該通
信位置情報ログについての比較対象となる比較対象通信位置情報ログを決定し、
（ｂ）滞在判定対象の通信位置情報ログについて決定された比較対象通信位置情報ログに
係る位置情報の示す位置が、当該滞在判定対象の通信位置情報ログに係る位置情報の示す
位置を中心とした所定距離範囲に含まれる場合、当該滞在判定対象の通信位置情報ログに
係る携帯端末のユーザの状態を「滞在」であると判定し、
（ｃ）滞在判定対象の通信位置情報ログから順次、滞在と判定された通信位置情報ログを
日時刻について遡って、滞在と判定された通信位置情報ログが自身の１つ前に存在しない
最後の通信位置情報ログを求め、当該滞在判定対象の通信位置情報ログについて、当該最
後の通信位置情報ログから、当該滞在判定対象の通信位置情報ログの１つ前に存在する通
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信位置情報ログまでの通信位置情報ログを、比較対象通信位置情報ログであると決定して
いる。
【００５３】
　また、より単純な滞在移動判定方法としては、通信位置情報ログ群において、
（ａ）判定対象の通信位置情報ログから見て、所定時間範囲内に所定距離範囲内の通信位
置情報ログが存在すれば、当該判定対象の通信位置情報ログに対して「滞在」との判定を
行い、
（ｂ）互いに当該所定距離範囲内にある通信位置情報ログに係る基地局位置情報から「滞
在地」を決定し、
（ｃ）「滞在」と判定されなかった通信位置情報ログに対して「移動」との判定を行う
ことも可能である。なお当然に、滞在移動推定部１１３では、その他の公知の滞在移動推
定方法が採用されてもよい。
【００５４】
　以上に説明したような滞在移動推定（判定）を行うことによって、１つの携帯端末２（
端末ＩＤ）について、例えば、図３（Ｂ）に示すような滞在・移動に係る情報が取得され
る。図３（Ｂ）の例では、この携帯端末２は、滞在１→移動１→滞在２→移動２→滞在３
→移動３→滞在４→移動４→滞在５といった形で滞在と移動とを繰り返している。ここで
、各「移動」における出発及び到着地点の位置情報も取得されている。具体的には、例え
ば「移動１」については、「移動１の出発地点」及び「移動１の到着地点」（＝「移動２
の出発地点」）の位置情報（例えば緯度及び経度）が決定されているのである。
【００５５】
　ここで、後に詳細に説明するが、ＯＤ生成部１１４（図２）では、このような滞在移動
推定結果を利用して、１つの移動の開始位置を含むＯ位置範囲（Ｏメッシュ）に係る「情
報Ｏ」と、この１つの移動の終了位置を含むＤ位置範囲（Ｄメッシュ）に係る「情報Ｄ」
とが生成されるのである。
【００５６】
　図２に戻って、経路地図情報蓄積部１０４は、道路、鉄道、航路等、携帯端末２のユー
ザが利用し得る移動経路の地理情報（位置情報）である経路地図情報を、例えば外部のサ
ーバから通信インタフェース部１０１を介して収集し、保存・管理する。この経路地図情
報は、例えば事業者が通信ネットワークを介して提供する公知の地図データ、例えばＤＲ
Ｍ（Digital Road Map）とすることができる。
【００５７】
　ちなみに、このような経路地図情報は、具体的に、所定の地域範囲、例えば日本国内に
存在する高速道路、一般道、鉄道路線や、航路等の通行経路を地図上で構成する連続した
位置データ群を、当該経路のＩＤに対応付けたデータを含むものとすることができる。ま
たは、当該経路に沿って伸長した所定の幅の位置範囲を、当該経路のＩＤに対応付けたデ
ータを含むものであってもよい。いずれにしても、経路地図情報は、地図上での１つの位
置又は位置範囲を指定すれば、当該位置を含む又は当該位置範囲を通る通行経路を特定す
ることが可能となっていることも好ましい。
【００５８】
　同じく図２において、ＯＤ生成部１１４は、通信履歴から生成された「通信位置情報ロ
グ群」に基づいて、１つの移動の開始位置を含むＯ位置範囲（Ｏメッシュ）に係る「情報
Ｏ」と、この１つの移動の終了位置を含むＤ位置範囲（Ｄメッシュ）に係る「情報Ｄ」と
の組である「ＯＤセット」を生成する。
【００５９】
　ここで、使用される「通信位置情報ログ群」は、所定の通行量推定対象期間（例えば＊
＊年＊＊月～＊＊年＊＊月）における多数の携帯端末２（端末ＩＤ）についての「測位情
報ログ群」とすることも好ましい。例えば、対象経路が高速道路であって交通規制期間が
決まっている場合に、この交通規制期間における各経路での通行量の変化を推定すること
を考える。この場合、設定される通行量推定対象期間は、例えば、
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（ａ）交通規制期間、及び
（ｂ）この交通規制期間の前月での同期間又は前年での同期間
とすることができる。上記（ａ）及び（ｂ）での通行量を比較することによって通行量の
変化を推定することができるのである。いずれにしても通行量推定対象期間は、通行量推
定の目的等に応じて適宜設定されるべき期間となる。
【００６０】
　また、ＯＤ生成部１１４で生成される「情報Ｏ」は、例えば、この１つの移動の主体で
ある携帯端末２の端末ＩＤと、この１つの移動の開始位置を含むメッシュ（位置範囲）に
付与されたメッシュＩＤとが対応付けられたデータを含むものとすることができる。また
、「情報Ｄ」は、例えば、この１つの移動の主体である携帯端末２の端末ＩＤと、この１
つの移動の終了位置を含むメッシュ（位置範囲）に付与されたメッシュＩＤとが対応付け
られたデータを含んでいてもよい。
【００６１】
　次いで、ＯＤ計数部１１５は、通行量を推定すべき対象経路の両端位置に応じて予め設
定された移動開始地域及び移動終了地域のそれぞれに、「情報Ｏ」に係るＯ位置範囲（Ｏ
メッシュ）及び「情報Ｄ」に係るＤ位置範囲（Ｄメッシュ）が含まれる「ＯＤセット」の
数を算出する。
【００６２】
　図４は、ＯＤ生成部１１４及びＯＤ計数部１１５におけるＯＤセット生成・計数処理の
一実施形態を説明するための模式図である。
【００６３】
　図４（Ａ）によれば、地点Ａを出発地点（Ｏ）とし、地点Ｂを到着地点（Ｄ）とする移
動、すなわち、地点Ａから地点Ｂへの移動の際に取り得る経路として、経路１と、この経
路１に隣接して並行している経路２とが存在している。以下、このうち経路１の通行量（
交通量）を推定することを考える。
【００６４】
　ここで、「通信位置情報ログ群」から取得される位置情報は、通信履歴から生成される
のであるから、一般に空間的粒度が粗くなっている。本実施形態においても、このような
位置情報における測位誤差範囲は、図４（Ａ）に示すように、互いに隣接する経路１及び
２に跨って広がっており、経路１上の位置と経路２上の位置とを区別できるほど小さくな
っていない。従って、「通信位置情報ログ群」に係る位置情報を用いても、経路１及び経
路２のどちらを通行したのかが分からない場合が少なくない。
【００６５】
　さらに、「通信位置情報ログ群」から取得される位置情報は、通信履歴から生成される
のであるから、通常その時間間隔が一定になっていない。従って、例えば通行量を推定す
る対象である経路１を携帯端末２が通行している間、通信ログが発生しておらず位置情報
が存在しない場合もあり得る。このような場合当然に、地点Ａから地点Ｂへ移動した通信
端末２（のユーザ）が経路１及び経路２のいずれを通行したのかを区別することはできな
い。
【００６６】
　そこで、本実施形態では図４（Ｂ）に示すように、ＯＤ計数部１１５は、ＯＤ生成部１
１４で生成された「ＯＤセット」のうち、通行量を推定すべき経路１の両端位置に応じて
予め設定された移動開始地域及び移動終了地域のそれぞれに、「情報Ｏ」に係るＯ位置範
囲（Ｏメッシュ）及び「情報Ｄ」に係るＤ位置範囲（Ｄメッシュ）が含まれる「ＯＤセッ
ト」の数を算出する。
【００６７】
　ここで、移動開始地域及び移動終了地域は、それぞれ経路１の一端及び他端を含む領域
とすることができる。例えば、経路１を含む広い地域範囲をメッシュ状に区切り、経路１
の一端を含むメッシュ単位（メッシュ）を中ほどに含むメッシュ群を移動開始地域とし、
経路１の他端を含むメッシュ単位（メッシュ）を中ほどに含むメッシュ群を移動終了地域
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としてもよい。いずれにしても、移動開始地域及び移動終了地域はそれぞれ、移動の際に
経路１を利用する可能性のある移動端末２（のユーザ）の出発地点及び到着地点を概ね含
み得るような十分に広い範囲に設定されることも好ましい。ちなみに、１つのメッシュは
、例えば１辺が数百メートル程度の四角形状とすることもできる。
【００６８】
　このような処理によって算出された「ＯＤセット」の数は、図４（Ａ）のような経路配
置状況の場合、経路１及び経路２のいずれかを通行した携帯端末２（のユーザ）の総通行
量となる。すなわち、低精度であるが十分な数を取得し得る「通信位置情報ログ群」の位
置情報を用いることによって、経路１を通行した可能性のある移動体（端末ユーザ）の集
団について、その総通行量を算出することができるのである。次いで後述するように、経
路１の使用割合（選択割合）を、この総通行量に例えば乗算することによって、経路１の
通行量を決定することが可能となる。
【００６９】
　図２に戻って、測位履歴蓄積部１０３は、ＧＰＳ測位部を備えておりＧＰＳ測位結果を
ＧＰＳ測位レコード（ログ）として取りまとめるアプリを搭載した携帯端末２から、当該
レコード（ログ）を、通信インタフェース部１０１を介して収集し、保存・管理する。Ｇ
ＰＳ測位レコードは、例えば、携帯端末２（端末ＩＤ）毎に、測位した日時刻（時刻情報
）と、測位結果情報（例えば緯度経度情報）とを対応付けた、下記のようなログとするこ
とができる。
　　　ＧＰＳ測位レコード（端末ＩＤ，日時刻，緯度経度情報）
【００７０】
　測位位置履歴生成部１１６は、測位履歴蓄積部１０３に蓄積されたＧＰＳ測位レコード
を日時刻について時系列順に並べて「測位情報ログ群」を生成する。ここで、１つの「測
位情報ログ群」は、１つの携帯端末２（端末ＩＤ）についての刻々の測位結果（所在位置
）の時系列データ（携帯端末２の位置シーケンスデータ）を含むものとなっている。
【００７１】
　使用割合決定・保存部１１７は、生成された「測位情報ログ群」に係る位置情報と、通
行量を推定すべき対象経路の所在位置情報とに基づいて、「使用割合」に係る情報を決定
する。ここで、対象経路の所在位置情報は、経路地図情報蓄積部１０４に保存された経路
地図情報から取得することができる。
【００７２】
　使用割合決定・保存部１１７は具体的に、Ｏ位置範囲及びＤ位置範囲の組毎に、
（ａ）当該Ｏ位置範囲及び当該Ｄ位置範囲を通る位置情報に係る測位情報ログ群の数（当
該ログ群の発生元端末の数）と、
（ｂ）当該Ｏ位置範囲及び当該Ｄ位置範囲を通り且つ対象経路を通る位置情報に係る測位
情報ログ群の数（当該ログ群の発生元端末の数）と
に基づいて、「使用割合」に係る情報を決定することも好ましい。例えば、上記（ｂ）に
おけるログ群（端末）の数を、上記（ａ）におけるログ群（端末）の数で割り算した値を
、対象経路を通行する割合である「使用割合」とすることができる。
【００７３】
　また、使用割合決定・保存部１１７は、対象経路以外の経路についての「使用割合」に
係る情報も決定しておくことも好ましい。この場合、後に詳細に説明する通行量決定部１
１８は、対象経路を含む経路毎の通行量を決定することも可能となる。
【００７４】
　さらに、使用割合決定・保存部１１７は、１つのＯ位置範囲及び１つのＤ位置範囲を通
る通行体が対象経路を使用する割合である「使用割合」に係る情報を、このＯ位置範囲及
びこのＤ位置範囲の組に対応付けて保存することも好ましい。以下、図５を用いて、以上
に述べた「使用割合」の決定処理について詳細に説明する。
【００７５】
　図５は、使用割合決定・保存部１１７における使用割合決定処理の一実施形態を説明す
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るための模式図及びテーブルである。
【００７６】
　図５（Ａ）には、通行量推定対象である経路１の両端地点をそれぞれ含むＯ位置範囲00
1及びＤ位置範囲011が示されている。ここで、本実施形態では、経路１の両端地点のそれ
ぞれを含む移動開始地域及び移動終了地域がメッシュ状に区分されていて、Ｏ位置範囲00
1及びＤ位置範囲011は、それぞれ移動開始地域及び移動終了地域における１つのメッシュ
（単位）となっている。なお、Ｏ位置範囲及びＤ位置範囲ともにメッシュに限定されるも
のではなく、例えば、県や市町村等の行政区画や、その他の基準によって人為的に取り決
められた領域であってもよい。
【００７７】
　同じく図５（Ａ）において、取得された測位情報ログ群の中から、Ｏ位置範囲001及び
Ｄ位置範囲011を通る位置情報を示す測位情報ログ群を抽出した結果が、白丸及び黒丸で
示されている。同図では、白丸及び黒丸の（経路１の両端に渡る）ペアが計１０個表され
ているが、これは、抽出された測位情報ログ群が１０個存在することを示している。
【００７８】
　ここで、本実施形態において、「Ｏ位置範囲001及びＤ位置範囲011」を通るとは、その
測位情報ログ群が、Ｏ位置範囲001内の位置（緯度経度）を示すログ（位置情報）を有し
、且つＤ位置範囲011内の位置（緯度経度）を示すログ（位置情報）を有することを意味
する。なお、この「通る」との条件を別の形、例えばＯ（Ｄ）位置範囲内の位置を示すロ
グを所定数ｎ（ｎ≧２）以上有すること等、に変更することも可能である。
【００７９】
　さらに、測位情報ログ群において、例えば「直前の（又は所定数前までの）ログ（レコ
ード）の位置との差が閾値以下」といった条件を満たすログを「滞在（状態）」とした上
で、上記の「通る」条件として、Ｏ（Ｄ）位置範囲内の位置を示すログが滞在状態である
ことも付け加えることも好ましい。すなわち、この場合、「Ｏ位置範囲001及びＤ位置範
囲011」を通るとは、その測位情報ログ群が、Ｏ位置範囲001内の位置（緯度経度）を示し
滞在状態であるログ（位置情報）を有し、且つＤ位置範囲011内の位置（緯度経度）を示
し滞在状態であるログ（位置情報）を有することに相当する。
【００８０】
　同じく図５（Ａ）において、Ｏ位置範囲001及びＤ位置範囲011を通り且つ経路１を通る
位置情報を示す測位情報ログ群が、黒丸で示されている。ここで、「経路１を通る」とは
、その測位情報ログ群が、経路地図情報において経路１に割り当てられた位置範囲内の位
置（緯度経度）を示すログ（位置情報）を有することを意味する。なお、この「通る」と
の条件を別の形、例えば経路１に割り当てられた位置範囲内の位置を示すログを所定数ｎ
（ｎ≧２）以上有すること等、に変更することも可能である。
【００８１】
　いずれにしても、ＧＰＳ測位結果に基づく測位情報ログ群を採用するならば、その測位
誤差範囲（例えば数十メートル）は、通信位置情報ログ群の測位誤差範囲（例えば数百メ
ートル）と比較して格段に小さくなっている。その結果、経路１と隣接する経路２とのい
ずれを通ったかを区別することが可能となるのである。
【００８２】
　ここで、図５（Ａ）に示した例では、Ｏ位置範囲001及びＤ位置範囲011を通る位置情報
を示す１０個の測位情報ログ群のうち、経路１を通るもの（黒丸）は６つとなっている。
この場合、使用割合決定・保存部１１７（図２）は、次式
　　（１）　(対象経路の使用割合)＝
　　　　(対象経路の通行数)／(対象Ｏ位置範囲及びＤ位置範囲を通る総通行数)
を用いて、経路１の使用割合を０.６（=6/10）、すなわち６０％に決定する。
【００８３】
　また、変更態様として、経路１以外の経路を使用する使用割合ｒを算出し、経路１の使
用割合を例えば（１－ｒ）に決定してもよい。図５（Ａ）に示した例において、経路１以
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外の経路が経路２のみであって、白丸が経路２を通った測位情報ログ群を表しているとす
ると、経路１以外の経路、すなわち経路２の使用割合は０.４（=4/10）となり、これより
経路１の使用割合は０.６（=1-0.4）と算出される。
【００８４】
　図５（Ｂ）に、使用した経路を特定した（使用経路情報の付加された）測位情報ログ群
の実施例を示す。同図の上側のテーブルにおいては、携帯端末２（端末ＩＤ）毎に、ＧＰ
Ｓ測位情報ログ群（測位履歴）と、対応するＯ位置範囲（ＩＤ）及びＤ位置範囲（ＩＤ）
と、使用経路（ＩＤ）とが対応付けて記録されている。この使用経路情報付測位情報ログ
群から、Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範囲（Ｄメッシュ）の組毎に、使用経路（
ＩＤ）情報を取り出してまとめることにより、図５（Ｂ）の下側のテーブルで表された各
経路の使用割合情報が生成される。
【００８５】
　この各経路の使用割合情報では、Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範囲（Ｄメッシ
ュ）の組毎に、当該組に係る出発位置及び到着位置を有する移動を行った携帯端末２（の
ユーザ）における経路１、経路２、・・・の使用割合の算出結果が記録されている。ここ
で、例えば、経路１の使用割合は、図５（Ｂ）上側の使用経路情報付測位情報ログ群テー
ブルにおける当該Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範囲（Ｄメッシュ）の組を有する
レコードのうち、使用経路（ＩＤ）が経路１であるものの割合とすることができる。
【００８６】
　なお、以上に説明した使用割合決定処理では、Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範
囲（Ｄメッシュ）の１つの組について、対応する測位情報ログ群を抽出する際、移動の向
きがＯ位置範囲（Ｏメッシュ）からＤ位置範囲（Ｄメッシュ）への向きのログ群を選択し
ている。この場合、通行体が経路を通った際の向き（Ｏ→Ｄの向き）までを考慮した使用
割合が導出される。例えば、対象路線が高速道路である場合、上り車線（路線）の使用割
合と、下り車線（路線）の使用割合とを区別して導出可能となる。
【００８７】
　これに対し、変更態様として、Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範囲（Ｄメッシュ
）の１つの組について、移動の向きがＤ位置範囲（Ｄメッシュ）からＯ位置範囲（Ｏメッ
シュ）への向きの測位情報ログ群をも含めて抽出することも可能である。この場合、使用
割合を導出するに当たり、通行体が経路を通った際の向き（Ｏ→Ｄの向き）を考慮せずに
処理を進めることになる。
【００８８】
　さらに、以上に説明した使用割合決定処理において、使用する測位情報ログ群は、Ｏ位
置範囲（Ｏメッシュ）及びＤ位置範囲（Ｄメッシュ）の組を決定するのに使用される通信
位置情報ログ群に係る期間と同様の期間に属するものとすることも好ましい。また、変更
態様として、使用割合を決定する際に使用する測位情報ログ群について、異なる条件下の
ものを選択し、各条件下における複数の経路使用割合を予め算出しておくことも好ましい
。
【００８９】
　例えば、平日の測位情報ログ群及び休日の測位情報ログ群からそれぞれ、平日での使用
割合及び休日での使用割合を決定しておいてもよい。さらに、平日（休日）における朝の
時間帯、昼（日中）の時間帯、夕方の時間帯、及び夜の時間帯の測位情報ログ群から、平
日（休日）におけるそれぞれの時間帯での使用割合を予め決定しておくことも好ましい。
このように種々の条件下での使用割合を準備しておくことによって、対象経路の通行量を
決定する際、推定対象期間・時間に合わせてより実情に合った使用割合を採用することが
できるのである。
【００９０】
　さらに、変更態様として、複数の経路使用割合から、通行量算出時の通行量に近い通行
量を示す測位情報ログ群から算出された使用割合を選択することも好ましい。例えば、交
通量算出時のＯＤセットの分布と経路使用割合算出時のＯＤセットの分布との相関を計算
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し、この相関の最も高い使用割合を選択してもよい。
【００９１】
　図２に戻って、通行量決定部１１８は、
（ａ）ＯＤ計数部１１５で算出されたＯＤセットの数と、
（ｂ）使用割合決定・保存部１１７で決定された使用割合に係る情報と
に基づいて、対象経路における通行量を決定する。具体的には、Ｏ位置範囲（Ｏメッシュ
）及びＤ位置範囲（Ｄメッシュ）の組毎に、当該組に係るＯＤの数と、当該組に対応付け
られた使用割合に係る情報とに基づいて、対象経路における当該組に係る通行量を算出し
、算出された当該組に係る通行量を組について総計して、対象経路における通行量を決定
する。
【００９２】
　例えば、簡略化した例ではあるが、通行量推定対象の経路１について、３つのＯ位置範
囲及びＤ位置範囲の組が存在し、それぞれの組において、所定の推定対象期間におけるＯ
Ｄセットの数が３００、５００及び４００であって、経路１の使用割合が０.３、０.７及
び０.５である場合、この推定対象期間での経路１の通行量は６４０（=300×0.3＋500×0
.7＋400×0.5）であると算出される。
【００９３】
　また、通行量決定部１１８は、当然ではあるが使用割合決定・保存部１１７が推定対象
経路以外の経路についての使用割合に係る情報も決定している場合、推定対象経路を含む
経路毎の通行量を決定することも可能となる。
【００９４】
　次に、使用割合決定・保存部１１７において、上述したような方法で使用割合を算出す
ることができない場合の対処方法について、以下、図６を用いて説明する。その前に、そ
の対処方法の概略であるが、使用割合決定・保存部１１７は、通行体（ユーザやユーザの
使用する移動手段）における位置情報の不在又は不足に起因して使用割合に係る情報を算
出できないＯ位置範囲及びＤ位置範囲の組が存在する場合、当該組に対しては、当該組に
係るＯ位置範囲又はＤ位置範囲に隣接する若しくは近傍となるＯ位置範囲又はＤ位置範囲
を含む組について決定された使用割合に係る情報に基づいて、使用割合に係る情報を決定
するのである。
【００９５】
　図６は、使用割合決定・保存部１１７における使用割合決定処理の他の実施形態を説明
するための模式図である。
【００９６】
　図６（Ａ）に示す実施例によれば、
（ａ）Ｏメッシュ（Ｏ位置範囲）001とＤメッシュ（Ｄ位置範囲）011との組、及び
（ｂ）Ｏメッシュ003とＤメッシュ011との組
には、それぞれ経路１の使用割合として６０％及び５０％が決定されている。しかしなが
ら、
（ｃ）Ｏメッシュ002とＤメッシュ011との組
には、測位情報ログ群の不在又は不足によって使用割合が算出できていない。
【００９７】
　この場合、使用割合決定・保存部１１７は、上記（ｃ）のＯメッシュ002に係る組にお
ける使用割合を、Ｏメッシュ002に隣接するＯメッシュ001に係る組（上記（ａ））におけ
る使用割合（６０％）と、同じくＯメッシュ002に隣接するＯメッシュ003に係る組（上記
（ａ））における使用割合（５０％）との平均、すなわち５５（=(60+50)/2）％に決定す
ることができる。
【００９８】
　また、図６（Ｂ）に示す実施例によれば、
（ｄ）Ｏメッシュ001とＤメッシュ011との組、及び
（ｅ）Ｏメッシュ001とＤメッシュ013との組
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には、それぞれ経路１の使用割合として６０％及び４０％が決定されている。しかしなが
ら、
（ｆ）Ｏメッシュ001とＤメッシュ012との組
には、測位情報ログ群の不在又は不足によって使用割合が算出できていない。
【００９９】
　この場合、使用割合決定・保存部１１７は、上記（ｆ）のＤメッシュ012に係る組にお
ける使用割合を、Ｄメッシュ012に隣接するＤメッシュ011に係る組（上記（ｄ））におけ
る使用割合（６０％）と、同じくＤメッシュ012に隣接するＤメッシュ013に係る組（上記
（ｅ））における使用割合（４０％）との平均、すなわち５０（=(60+40)/2）％に決定す
ることができる。
【０１００】
　さらに、図６（Ｃ）に示す実施例によれば、Ｏメッシュ002とＤメッシュ012との組にお
ける経路１の使用割合が算出できていない。しかしながら、Ｏメッシュ002を挟んで隣接
するＯメッシュ001及び003と、Ｄメッシュ012を挟んで隣接するＤメッシュ011及び013と
の間に形成される２つの組について、それぞれ経路１の使用割合として６０％及び３０％
が決定されている。
【０１０１】
　この場合、使用割合決定・保存部１１７は、Ｏメッシュ002とＤメッシュ012との組にお
ける使用割合を、隣接する組に係るこれらの使用割合の平均、すなわち４５（=(60+30)/2
）％に決定することができる。
【０１０２】
　図７は、使用割合決定・保存部１１７における使用割合決定処理の更なる他の実施形態
を説明するための模式図である。
【０１０３】
　図７（Ａ）に示した実施例によれば、正方格子状にメッシュがとられていて、使用割合
の算出できていないＯメッシュ111の周囲には、経路１の使用割合が決定された計８個の
Ｏメッシュが隣接して存在している。この場合、Ｏメッシュ111に係る組における経路１
の使用割合を、これらの隣接するＯメッシュでの使用割合の平均、すなわち２６（(=10+1
0+15+15+25+40+50+45)/8）％とすることができる。
【０１０４】
　しかしながら、各Ｏメッシュにおける経路１の使用割合の値には、一般に、当該Ｏメッ
シュと経路１との間の地理的・人為的条件、例えば間に大きな川が流れていて橋の数が限
定されている等、が大きく反映されている。図７（Ａ）に示した本実施例においても、８
個のＯメッシュのうち、最下の３つにおける使用割合の値は他の５個からかけ離れており
、これらの最下の３つのＯメッシュをもって何らかの地理的・人為的条件で共通する１つ
のグループをつくることも可能である。具体的には、グルーピングのための閾値を３０％
とし、使用割合が３０％以上のグループとして、最下の３つのＯメッシュを含むグループ
をつくり、一方、使用割合が３０％未満のグループとして他の５個を含むグループをつく
ることができる。
【０１０５】
　次いで、これらの２つのグループのうち、使用割合を算出すべきＯメッシュ111と接し
ているＯメッシュをより多く含むグループ、本実施例では上側の５個のグループを使用割
合決定用のグループとし、Ｏメッシュ111における経路１の使用割合を、このグループに
含まれる５個の使用割合の平均、すなわち１５（=(10+10+15+15+25)/5）％とすることが
できる。
【０１０６】
　ここで、分類されるグループは当然２つに限定されるものではない。例えばグルーピン
グのための閾値として１５％及び３０％の２つを設定すれば、本実施例の場合、図７（Ｂ
）に示すように３つのグループ、すなわち最上左寄りの２つのＯメッシュを含むグループ
と、最下の３つを含むＯグループと、中央付近の残りの３つを含むグループとに分類され
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る。この場合、Ｏメッシュ111と接しているＯメッシュを最も多く含むグループは、中央
付近の３つを含むグループであり、Ｏメッシュ111における経路１の使用割合は、これら
３個の使用割合の平均、すなわち１８（=(15+15+25)/3）％とすることができる。ちなみ
に、図７（Ａ）及び（Ｂ）を用いて以上に説明した使用割合決定方法は、対象のメッシュ
群がＤメッシュ群の場合でも同様に実施することが可能である。
【０１０７】
　また、上記の閾値における数及び値については、該当地域の地理的・人為的条件を勘案
し、使用割合の分布・偏り具合を見て適宜実施されることも好ましい。さらに、図６及び
図７に示した実施例において、使用割合は隣接するメッシュの使用割合の相加平均を用い
て算出されているが、他の平均、例えば重み付け平均や相乗平均を用いて算出することも
できる。ここで、重み付け平均を用いる場合、重み付け係数はメッシュ（の中心）間の距
離（の逆数）に応じた値としてもよい。いずれにしても、以上に説明した使用割合決定方
法を採用することによって、測位情報ログ群の不在・不足から算出できなかった使用割合
を、周囲の状況を勘案した相当の確度をもって決定することができるのである。
【０１０８】
　図２に戻って、迂回経路探索部１２１は、経路地図蓄積部１０４に予め保存されている
経路地図情報に基づいて、１つの経路についての迂回経路を検索する。具体的に、本実施
形態においては、１つの経路について決定されたＯ位置範囲（Ｏメッシュ）とＤ位置範囲
（Ｄメッシュ）との組毎に、迂回経路を検索することも好ましい。
【０１０９】
　なお、迂回経路探索部１２１における迂回経路探索の方法としては、公知の実施可能な
種々の方法を採用することができる。例えば、特開２０１３－７３４９２号公報には、模
擬道路網内の起点から終点までの経路を探索し、模擬車両を走行させることによって実施
される交通評価方法が開示されている。具体的には、
（ａ）起点から模擬車両の位置までの経路の走行距離又は旅行時間の実績値を算出し、
（ｂ）模擬車両の位置から終点までの経路の走行距離又は旅行時間の予測値を算出し、
（ｃ）上記起点までの経路を通行不可に設定した場合に、実績値と予測値との合計値に対
する実績値の割合が所定の閾値より大きいときは、上記終点に近い地点までの通行可能な
経路を探索し、当該閾値より小さいときは、上記起点までの経路を探索している。
【０１１０】
　さらに、特開２００９－２１０４６７号公報に開示された経路探索方法では、
（ａ）道路の車線規制に関する車線規制情報を受信し、
（ｂ）受信された車線規制情報に基づき、目的地までの経路の候補となる道路に対しその
道路において通行規制されている車線数に応じた重みを与え、
（ｃ）設定された重みを加味して目的地までの経路を探索し、
（ｄ）全車線が通行規制されている道路は回避するように経路を探索している。
【０１１１】
　同じく図２において、通行影響推定部１２２は、１つの経路における通行が制限された
場合における、検索された迂回経路での通行量の変化を、この１つの経路について決定さ
れた通行量と、迂回経路について決定された通行量とに基づいて推定する。具体的に、本
実施形態においては、決定されたＯ位置範囲（Ｏメッシュ）とＤ位置範囲（Ｄメッシュ）
との組（ＯＤセット）毎に、当該組に係る決定された通行量と、当該組について決定され
た迂回経路とに基づいて、迂回経路での通行量の変化を推定する。
【０１１２】
　図８は、通行量決定部１１８、迂回経路探索部１２１及び通行影響推定部１２２におけ
る処理を示す模式図である。
【０１１３】
　図８に示したように、本実施形態では、道路区間である経路Ｘと、経路Ｘの迂回道路区
間である迂回経路Ｙとにおいて、経路Ｘにつき道路工事による全面交通規制（通行止め）
が行われた際の迂回経路Ｙでの交通量の変化を予測（推定）する。この予測（推定）処理
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においては、最初に、通行量決定部１１８によって、経路Ｘの通行量が推定される。この
通行量を推定する期間は、適宜設定可能であるが、例えば予定されている交通規制期間が
ある月の一か月間である場合、この期間の前年同月の期間とすることも好ましい。
【０１１４】
　ここで、経路Ｘの通行量を推定する際に使用される経路Ｘの使用割合は、道路区間であ
る経路Ｘ以外に使用される道路区間が通常存在しない場合（例えば迂回経路Ｙ及びその他
の経路が鉄道路線である場合）、自動車で移動する割合である自動車移動割合と捉えるこ
ともできる。ちなみに、本実施形態では、出発地や目的地と、その場所に至る移動手段と
の間には相関関係があることを利用して、このような移動手段を特定することも好ましい
。例えば、駅を発着地とする移動区間の場合、電車（鉄道）を移動手段とする確率が高く
、駅から離れた施設（例えば、卸売市場や物流センター）を発着地とする移動区間の場合
、自動車を移動手段とする確率が高いという特性を利用してもよい。
【０１１５】
　次いで、迂回経路探索部１２１によって、経路Ｘの迂回道路区間である迂回経路Ｙが検
索される。その後、通行影響推定部１２２は、経路Ｘの通行が全面規制された場合におけ
る迂回経路Ｙでの通行量を、迂回経路Ｙについて決定された通行量に対し、経路Ｘについ
て決定された通行量を加算した量に決定するのである。
【０１１６】
　例えば、経路ＸについてのＯメッシュ及びＤメッシュの組が２０個決定されており、こ
れらの組のいずれにおいても迂回経路Ｙが検索され、さらに、これら２０個の組において
、交通規制期間における前年の同期間における通行量がＮi（i=1, 2, ・・・, 20）と算
出された場合を考える。また、同期間における迂回経路Ｙの通行量は総計としてＮYと算
出されているとする。この場合、通行量決定部１１８は、交通規制期間における迂回経路
Ｙでの通行量ＮY (規制)を、例えば次式
　　（２）　ＮY (規制)＝ＮY＋ΣiＮi

を用いて決定（推定）することができる。ここで、Σiはｉについての総和（summation）
である。
【０１１７】
　以上に説明したような処理を行うことによって、規制経路Ｘを通行する多数の携帯端末
２（のユーザ）が同区間の交通規制の場合に取り得る迂回経路Ｙでの通行量の変化を、正
確に推定することが可能となる。ちなみに、このような通行影響推定結果は、通信インタ
フェース部１０１を介して外部の情報処理装置、例えば各携帯端末２等に送信されて利用
されることも好ましい。また、この装置１のディスプレイ１０５に表示されてもよい。
【０１１８】
　図２に戻って、アプリケーション処理部１２３は、通行量決定部１１８で決定された対
象経路における推定対象期間での通行量の情報を利用して、交通規制時の他経路での通行
影響調査以外の用途についての処理を実行する。例えば、キーボード１０５を介して指定
された１つの地域における高速道路区間、一般道区間、及び種々の交通機関の路線区間に
ついて、同じくキーボード１０５を介して指定された過去の一期間における刻々の通行量
を、ディスプレイ１０５に表示された経路地図上に提示して、地域における交通状況を「
見える化」してもよい。
【０１１９】
　また、表示された経路地図に、実測された現在の通行量を、過去の対応する期間（例え
ば前年同月の期間）での通行量と対比しながら表示することも可能である。例えば、実際
に交通規制が行われている状況において、各通行経路における通行量の変化を刻々と提示
してもよい。さらに、過去の対応する期間（例えば前年同月の期間）での通行量と対比す
ることによって、交通規制を行うべき最適な期間（例えば懸案の道路区間での通行量の増
加分が最小となる期間）を決定し、工事計画に資することもできる。さらに、新たな道路
の設置を含む都市計画の参考データとして、過去に新設された道路による各通行経路での
通行量の変化の情報を提示することも可能となる。
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【０１２０】
　さらにまた、アプリケーション処理部１２３は、１つの経路における通行が制限された
場合、当該１つの経路において算出された通行量を、使用割合の決定されている他の複数
の経路の各々に、
（ａ）当該経路の使用割合、及び
（ｂ）当該経路と（通行の制限された）当該１つの経路との距離（例えば互いに対応する
複数地点間の距離の平均値）
のいずれか一方又は両方に応じた分だけ割り振って、当該経路における通行量の増加分と
することも好ましい。例えば、使用割合の高い経路ほど、及び／又は当該１つの経路との
距離が近い経路ほどより大きな分を割り振ることができる。簡単な１つの例としては、各
経路に対し、(使用割合)／(距離)の値に比例した割り振り分を決定してもよい。これによ
り、迂回経路探索部１２１による迂回経路の検索を待たずに、通行制限による通行影響の
推定を行うことも可能となる。
【０１２１】
　以上、詳細に説明したように、本発明による装置、プログラム及び方法によれば、通常
、空間的粒度が粗く且つ時間間隔が一定でないが広域において広く分布している通信履歴
を利用し、さらに、考慮すべき地域範囲における各経路での通行状況にも関係する使用割
合に係る情報を用いることによって、対象経路の通行量をより高い精度で推定することが
可能となる。
【０１２２】
　また、携帯端末に搭載された例えばＧＰＳ測位部等の測位手段、又は対象経路を含む地
域に設置された通行体を検出可能な検出手段から取得される測位情報ログ群に基づいて、
上記の使用割合に係る情報を決定することも可能である。例えば、ＧＰＳ測位結果は、通
信履歴（基地局）による測位結果と比較して、より少量しか取得することができないが、
一方でより高い位置精度を有している。従って、十分に精度の良い使用割合に係る情報を
決定することができるのである。
【０１２３】
　このように、測位精度と取得ログ数とに関して互いに相違する複数種の測位手段による
位置情報ログを用い、それぞれの測位手段の長所を利用することによって、例えば広範な
地域範囲内に存在する各通行経路の通行量（交通量）を高い精度で推定（予測）すること
ができるのである。例えば、広範なエリアの道路区間を対象とした高精度の交通規制シミ
ュレーションが可能となり、都市計画や、工事計画等を適切に進めることも可能となる。
【０１２４】
　以上に述べた本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲内で
の種々の変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。以上に述べた
説明はあくまで例示であって、何ら制約を意図するものではない。本発明は、特許請求の
範囲及びその均等物によってのみ制約される。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　通信設備装置（通行量推定装置）
　１０１　通信インタフェース部
　１０２　通信履歴蓄積部
　１０３　測位履歴蓄積部
　１０４　経路地図情報蓄積部
　１０５　ディスプレイ・キーボード（ＤＰ・ＫＢ）
　１１１　位置情報履歴生成部
　１１２　基地局位置情報管理部
　１１３　滞在移動推定部
　１１４　ＯＤ生成部
　１１５　ＯＤ計数部
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　１１６　測位位置履歴生成部
　１１７　使用割合決定・保存部
　１１８　通行量決定部
　１２１　迂回経路探索部
　１２２　通行影響推定部
　１３３　アプリケーション処理部
　２　携帯端末
　３　基地局

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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